
家族の介護等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

【
事
実
の
概
要
】

１
海
外
に
本
拠
を
置
く
食
品
メ
ー
カ
ー
の
日
本
法
人
で
あ
る
Ｙ
会
社

（
被
告
・
控
鯨
人
）
は
、
姫
路
工
場
ギ
フ
ト
ポ
ッ
ク
ス
係
（
以
下
、
Ｇ
係
）

に
お
い
て
、
専
ら
中
元
・
歳
暮
用
に
イ
ン
ス
タ
ン
ト
コ
ー
ヒ
ー
等
の
商
品

を
箱
胎
め
す
ろ
作
業
を
行
っ
て
き
た
が
、
販
売
予
測
の
困
餓
な
ど
、
当
骸

商
品
は
経
営
上
の
非
効
率
を
抱
え
て
い
た
上
、
同
工
場
は
人
員
過
剰
状
態

に
陥
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
Ｙ
会
社
は
、
Ｇ
係
の
廃
止
（
右
作
業
の
外
注
化
）
お
よ
び
そ

こ
に
所
属
す
る
六
○
名
を
人
員
が
不
足
し
て
い
る
霞
ヶ
浦
工
場
へ
配
置
転

換
（
以
下
、
配
転
）
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
二
○
○
三
（
平
成
一
五
）
年

五
月
九
日
、
そ
の
旨
を
従
業
員
へ
密
面
で
伝
え
る
と
と
も
に
（
以
下
、
本
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家
族

の
介

護
等

を
担

う
現

地
採

用
労

働
者

に
対

す
る

配
転

命
令

の
法

的
是

非
－

ネ
ス
レ
日
本
（
配
転
本
訴
）
事
件
・
大
阪
高
判
平
一
八
・
四
・
一
四
労
判
九
一
五
号
六
○
頁

－
就
労
義
務
不
存
在
確
認
等
請
求
控
訴
事
件
－

件
配
賑
命
令
）
、
当
該
六
○
名
の
う
ち
本
件
配
転
命
令
に
応
じ
ら
れ
な
い

と
考
え
る
者
に
対
し
て
、
同
月
二
三
日
ま
で
に
そ
の
「
や
む
を
得
な
い
理

由
」
を
上
司
へ
申
し
出
る
よ
う
通
知
す
る
。

２
姫
路
工
場
で
採
用
以
来
、
約
三
○
年
に
わ
た
り
同
工
場
に
勤
務
し
本

件
配
転
命
令
時
Ｇ
係
に
配
属
さ
れ
て
い
た
Ｘ
ら
二
名
（
原
告
・
被
控
鯨
人
）

は
、
同
日
ま
で
に
「
や
む
を
得
な
い
理
由
」
と
し
て
家
族
の
事
悩
を
記
し

た
番
面
を
提
出
し
た
も
の
の
、
Ｙ
会
社
は
両
名
に
対
し
再
聴
取
等
す
る
こ

と
な
く
、
本
件
配
転
命
令
に
応
じ
る
よ
う
文
書
で
回
答
し
た
。

恥
の
当
該
理
由
と
は
、
瞬
外
・
妻
Ａ
が
非
定
型
精
神
病
に
罹
患
し
て
お

り
、
実
母
が
高
齢
（
七
八
歳
）
で
娘
二
人
が
受
験
期
に
あ
る
こ
と
等
、
腿

の
そ
れ
は
、
痴
呆
等
を
抱
え
た
高
齢
の
実
母
・
廓
外
Ｂ
（
七
九
歳
）
に
介

中
内

哲
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霞
が
必
要
（
要
介
震
度
二
）
で
転
居
す
れ
ば
そ
の
病
状
が
悪
化
す
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
、
息
子
が
受
験
期
を
迎
え
る
こ
と
等
で
あ
る
。

３
Ｙ
会
社
就
業
規
則
一
五
条
、
お
よ
び
、
Ｘ
ら
が
加
入
す
る
訴
外
組
合

と
同
社
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
労
働
協
約
二
○
条
は
Ｙ
会
社
の
配
転
命
令

栂
を
根
拠
づ
け
る
条
項
を
規
定
し
て
お
り
、
Ｙ
会
社
と
Ｘ
ら
が
締
結
し
た

労
働
契
約
轡
に
は
、
配
転
の
可
能
性
に
言
及
す
る
文
言
が
あ
る
一
方
、
勤

務
地
・
職
菰
を
限
定
す
る
条
項
は
見
あ
た
ら
な
い
。

実
際
、
Ｘ
ら
と
同
じ
く
姫
路
工
場
現
地
採
用
者
の
中
に
は
、
霞
ヶ
浦
工

場
等
、
他
の
勤
務
地
へ
異
動
し
た
者
が
過
去
に
多
数
存
在
す
る
。
本
件
配

転
命
令
に
よ
り
、
Ｘ
ら
を
除
く
Ｇ
係
所
属
五
八
名
の
う
ち
、
九
名
が
霞
ヶ

浦
工
場
へ
異
動
し
、
同
年
六
月
三
○
日
付
で
四
九
名
が
特
別
退
職
金
等
を

受
領
し
て
Ｙ
会
社
を
退
職
し
た
。

４
Ｘ
ら
は
、
本
件
配
転
命
令
の
無
効
を
前
提
と
し
て
、
自
ら
が
極
ヶ
浦

工
溺
で
勤
務
す
る
義
務
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
砿
麗
等
を
求
め
る
廓
舩
を

提
起
し
た
と
こ
ろ
、
原
判
決
（
神
戸
地
姫
路
支
判
平
一
七
・
五
・
九
労
判

八
九
五
号
五
頁
）
は
Ｘ
ら
の
主
擾
を
一
部
豚
め
た
た
め
、
Ｙ
会
社
が
控
解

し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
地
位
保
全
等
仮
処
分
命
令
申
立

事
件
と
し
て
も
争
わ
れ
、
裁
判
所
（
神
戸
地
姫
路
支
決
平
一
五
・
一
一
・

一
四
判
時
一
八
五
一
号
一
五
一
頁
）
は
、
Ｘ
ら
の
被
る
不
利
益
性
に
藩
目

し
て
本
件
配
転
命
令
を
無
効
と
判
断
し
、
そ
の
申
立
を
麗
容
し
た
。

今
が
企
業
の
合
理
的
運
営
に
寄
与
す
る
…
限
り
…
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
」

【
判
旨
］
控
豚
棄
却

本
判
決
は
原
判
決
を
一
部
修
正
し
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
ｐ
側
線
は
、

本
判
決
が
原
判
決
を
変
更
、
ま
た
は
、
そ
れ
に
付
加
し
た
箇
所
を
指
す

（
側
線
は
藤
者
に
よ
る
）
。

１
【
事
実
の
概
要
】
３
配
戟
の
事
実
等
に
鐙
み
る
と
、
「
Ｘ
ら
と
Ｙ
会

社
と
の
間
の
慰
用
契
約
は
、
勤
務
場
所
を
限
定
す
る
」
内
容
で
は
な
く
、

「
Ｙ
会
社
は
、
配
賑
命
令
櫓
を
有
し
た
も
の
と
囲
め
」
ら
れ
る
。

２
（
１
）
特
に
転
居
を
伴
う
配
転
は
、
二
股
に
、
労
働
者
の
生
活
関
係

に
少
な
か
ら
ぬ
影
騨
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
…
か
ら
」
、
使
用
者
が

「
配
転
命
令
権
…
を
濫
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
…
な
い
。
そ
の
配
転
命
令

に
つ
い
て
は
、
業
務
上
の
必
要
性
が
な
い
場
合
、
又
は
、
業
務
上
の
必
要

性
が
あ
る
場
合
で
…
も
、
…
［
同
］
命
令
が
他
の
不
当
な
動
機
・
目
的
を

も
っ
て
な
さ
れ
た
…
と
き
、
若
し
く
は
、
労
働
者
に
対
し
通
常
甘
受
す
べ

き
程
度
を
著
し
く
超
え
る
不
利
益
を
負
わ
せ
る
…
と
き
等
の
特
段
の
事
情

の
あ
る
場
合
に
は
権
利
の
濫
用
と
な
り
、
当
骸
配
転
命
令
は
無
効
…
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
」

（
２
）
効
率
性
を
高
め
る
と
い
う
経
営
上
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
企
業
の

生
産
・
販
売
体
制
の
変
更
は
法
的
に
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、

企
業
の
一
部
署
を
廃
止
し
た
際
、
当
該
部
署
に
所
属
す
る
労
働
者
の
配
転

は
当
然
必
要
に
な
る
た
め
、
「
そ
の
よ
う
な
場
合
の
配
賑
に
は
、
業
務
上

の
必
要
性
が
醒
め
ら
れ
る
」
。
な
お
、
か
か
る
必
要
性
は
、
「
当
該
配
転
命
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家族の介霞等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
」
。
ま
ず
、
①
凡
は
非
定
型
糖
神
病
に
栂
思
し

創
引
。
Ｎ
制
ヨ
ヨ
司
糊
神
例
樋
Ⅶ
鞠
神
障
害
者
福
祉
法
三
条
）
、
②
斑
が

大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
」

虞
が
か
な
り
大
き
く
、
逆
に
、
③
私
に
Ａ
が
同
行
し
て
全
く
知
ら
な
い
土

…
優
し
…
そ
…
Ａ
の
…
霧
震
に
鯵
…
県

３
（
１
）
部
署
廃
止
に
伴
う
「
Ｇ
係
に
属
し
た
労
働
者
の
配
転
に
つ
い
て

は
、
業
務
上
の
必
要
性
が
な
か
っ
た
」
と
は
い
え
ず
、
「
ｘ
ら
は
、
Ｇ
係

に
属
し
て
い
た
か
ら
、
本
件
配
転
命
令
に
は
業
務
上
の
必
要
性
を
肯
定
・
・
・

で
き
る
」
。
加
え
て
、
「
本
件
配
転
命
令
が
不
当
な
動
機
・
目
的
を
も
っ
て

な
さ
れ
た
」
と
は
鹿
め
ら
れ
な
い
。

大
限
…
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
と
し
て
判
断
す
ぺ
き

賑
命
令
が
も
た
ら
す
不
利
益
の
程
度
に
つ
い
て
、
「
要
介
護
者
が
常
に
量

に
住
す
る
こ
と
も
Ａ
の

’
化
に
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
り

用
す
る
…
に
は
一
定
…
の
利
用
者
鼠
担
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
」
、
配

な
面
で
…
そ
れ
な
り
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
」
ろ
一
方
、
「
介
霞
保
険
を
…
利

ひ
い
て
は
家
庭
崩
壊
に
つ
な
が
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
こ
と
等
、
以
上

に
よ
る
介
艘
は
「
要
介
霞
者
及
び
介
霞
担
当
者
に
も
、
主
と
し
て
精
神
的

（
劉
劉
倒
鯏
劃
司
Ｍ
『
『
銅
開
田
輯
命
令
が
斑
に
与
え
る
不
利
益
は
非
常
に

（
２
）
「
そ
こ
で
、
本
件
配
転
命
令
に
よ
っ
て
Ｘ
ら
が
被
る
不
利
益
性
に

『
Ｊ
引
凋
回
廻
り
不
利
益
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
」

Ｂ
は
、
よ
り
長
時
間
の
介
艘
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
た
が
、
親
族

』
肉
体
的
・
…の
白
田
一
丁
隼
准
預
膿
印
か
Ｒ
－
の
介
如
圏

こ
と
は
、
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
４
）
改
正
育
児
介
霞
休
業
法
（
以
下
、
育
介
法
）
二
六
鐸
に
い
う
「
介

穫
は
歩
行
、
排
泄
、
食
事
等
の
日
常
生
活
に
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る

と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
…
Ｂ
の
病
状
に
照
ら
せ
ば
、
Ｂ
は
同

条
の
適
用
を
受
け
る
…
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

同
条
に
い
う
配
愈
と
は
、
「
そ
の
就
業
の
場
所
の
変
更
に
よ
り
就
業
し

つ
つ
そ
の
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
謹
を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
…
労

働
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
［
で
き
る
限
り
］
…
避
け
、
避
け
ら
れ
な
い

場
合
に
は
、
よ
り
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
措
置
を
す
る
よ
う
に
求
め
る
も
の

で
あ
る
」
。
こ
う
し
た
配
鼠
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
配
転
命
令
が

直
ち
に
違
法
と
な
る
…
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
配
慮
の
有
無
程
度
は
、
…

［
当
骸
］
労
働
者
の
不
利
益
が
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
を
著
し
く
超
え
る

か
…
、
配
転
命
令
樋
の
行
使
が
楢
利
の
濫
用
に
な
る
か
…
の
判
断
に
影
懸

を
与
え
る
と
い
」
え
る
。

二
○
○
三
（
平
成
一
五
）
年
五
月
二
一
一
一
日
、
Ｙ
会
社
は
斑
か
ら
本
件
配

賑
命
令
に
応
じ
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
Ｂ
の
介
霞
の
件
を
瞥
面
で
告
知
さ

れ
な
が
ら
、
「
そ
の
奥
悩
を
隅
交
も
し
な
い
ま
ま
、
［
本
件
］
配
娠
命
令
を

維
持
し
た
の
は
、
…
［
同
］
条
の
求
め
る
配
慮
と
し
て
は
、
十
分
な
も
の

で
あ
っ
た
と
は
富
い
難
い
。
」

４
（
１
）
「
労
働
者
が
配
転
に
よ
っ
て
受
け
る
不
利
益
が
通
常
甘
受
す
べ

き
程
度
を
超
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
配
転
の
必
要
性
の
程
度
、

配
転
を
避
け
る
可
能
性
の
程
度
、
労
働
者
が
受
け
る
不
利
益
の
程
度
、
便

す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ｂ
が
ｘ
に
同
行
し
て
転
居
す
る
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検
討
と
し
て
、
工
場
内
配
転
の
可
能
性
を
探
る
の
は
当
然
…
で
あ
る
。
」

（
３
）
「
そ
こ
で
、
ｘ
ら
が
本
件
配
転
命
令
に
よ
っ
て
受
け
る
不
利
益
が

通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
を
超
え
る
か
ど
う
か
啓
検
討
す
る
と
」
、
【
事
実

の
概
要
】
２
記
軌
の
事
実
お
よ
び
右
【
判
旨
】
３
（
２
）
４
（
２
）
等
に

基
づ
く
と
、
函
の
被
る
当
該
「
不
利
益
は
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
を
著
し

く
超
え
る
…
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
．

転
合
・
』
よ
る
Ｘ
ら
の
不
利
を
軽
減
す
る
た
め
に
採
り
得
る
七
．
策
の

用
者
が
な
し
た
配
慮
及
び
そ
の
程
度
等
の
諸
事
情
を
総
合
的
に
検
討
し
て

判
断
す
る
」
。

「
本
件
配
転
、
特
に
転
居
を
伴
う
遠
隔
地
へ
の
配
転
は
、
労
働
者
に
多

大
な
負
担
を
与
え
る
…
か
ら
、
そ
の
不
利
益
性
に
つ
い
て
十
分
に
考
慮
し

て
行
う
と
と
も
に
、
適
正
な
手
続
を
経
て
、
公
平
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
改
正
育
介
法
二
六
条
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
配
慮
も

必
要
で
あ
る
。
」

（
２
）
「
姫
路
工
場
内
に
は
、
多
様
な
業
務
が
存
在
し
、
Ｘ
ら
が
就
労
…

で
き
る
業
務
も
あ
り
、
霞
ヶ
補
工
場
に
お
け
窓
業
務
内
容
も
…
Ｇ
係
の
者

だ
け
が
な
し
得
る
…
よ
う
な
特
殊
な
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
姫

路
工
場
全
体
か
ら
、
鰻
ヶ
浦
工
場
へ
配
転
す
る
人
材
を
選
定
す
る
こ
と
も

で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
加
え
て
、
…
［
同
係
配
属
労
働
者
に
示
き
れ
た
特

別
退
職
金
の
加
算
支
給
等
、
Ｙ
会
社
が
］
退
職
優
遇
制
度
の
提
案
を
行
え

ば
、
遠
隔
地
へ
転
勤
が
困
難
な
者
若
干
名
を
姫
路
工
場
内
の
他
の
部
署
へ

配
転
…
で
き
る
余
地
も
生
じ
た
は
ず
で
あ
る
」
。

「
少
な
く
と
も
改
正
育
介
法
二
六
条
の
配
慮
と
の
関
係
で
は
、
本
件
配

棄
却
す
べ
き
で
あ
る
」
。

な
お
、
本
判
決
は
、
Ｙ
会
社
に
よ
る
上
告
受
理
申
立
を
最
二
小
決
平
二

・
○
・
四
・
一
八
労
判
九
五
六
号
九
八
頁
［
リ
ス
ト
］
が
不
受
理
決
定
し
た

こ
と
に
よ
り
確
定
し
た
。

【
検
討
】
判
旨
の
一
部
に
疑
問

一
配
置
転
換
の
法
的
意
義
・
争
点
と
本
件
の
位
置
づ
け

配
置
転
換
（
配
転
）
と
は
、
「
労
働
義
務
の
要
素
を
変
更
す
る
使
用
者

の
人
事
措
趾
」
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
錘
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
同
一
企

業
内
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
従
事
し
て
い
た
労
働
者
の
職
種
・
職
務
内
容
や

勤
務
地
が
一
定
の
期
間
に
わ
た
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
指
誕
・
’

配
転
は
、
わ
が
国
の
企
業
実
務
で
大
い
に
活
用
さ
れ
て
い
る
反
面
、
使

用
者
か
ら
の
個
別
具
体
的
な
配
転
の
意
思
表
示
に
対
し
労
働
者
が
こ
れ
を

拒
否
す
る
（
ま
た
は
、
こ
れ
に
異
織
・
留
保
を
留
め
る
）
こ
と
を
契
機
に

訴
訟
上
し
ば
し
ば
争
わ
れ
麺
。
こ
の
時
、
法
的
に
問
わ
れ
る
の
は
、
ま
ず

①
そ
も
そ
も
使
用
者
は
、
労
働
者
の
意
思
に
反
し
て
も
当
該
配
転
を
強
行

ま
た
、
【
事
実
の
概
要
】
２
記
載
の
事
実
お
よ
び
右
【
判
旨
］
３
（
３
）

（
４
）
４
（
２
）
等
に
基
づ
く
と
、
迅
が
被
る
当
該
不
利
益
も
「
通
常
甘

受
す
べ
き
程
度
を
著
し
く
超
え
る
…
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

著
し
く
…
［
麺
巴
え
る
不
利
益
を
負
わ
せ
る
も
の
で
、
…
［
Ｙ
会
社
に
よ

る
］
配
転
命
令
権
の
濫
用
に
あ
た
り
、
無
効
で
あ
っ
て
、
…
本
件
控
訴
は

た
が

本
件
配
転
は
ｘ
ら
に
。
甘
受
す
べ
き

０
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家族の介護等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

で
き
る
か
（
い
い
か
え
れ
ば
、
労
働
者
は
、
使
用
者
か
ら
の
配
転
の
意
思

表
示
に
従
う
蕊
務
を
負
う
か
）
、
そ
れ
が
可
能
と
す
れ
ば
要
件
等
は
何
か

で
あ
る
（
こ
の
騰
点
は
「
配
転
命
令
権
の
法
的
根
拠
」
と
呼
ば
れ
る
）
。

た
と
え
使
用
者
が
配
転
命
令
権
を
取
得
し
た
と
し
て
も
、
当
該
櫓
利
行
使

の
濫
用
は
除
さ
れ
な
い
（
民
法
一
条
三
項
と
と
も
に
、
労
働
契
約
法
三
条

五
項
も
参
照
）
。
そ
れ
ゆ
え
②
使
用
者
か
ら
発
せ
ら
れ
た
具
体
的
な
配
転

命
令
は
、
い
か
な
る
場
合
に
椎
利
濫
用
と
し
て
無
効
と
判
断
さ
れ
る
か

（
見
方
を
変
え
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
労
働
者
は
当
該
配
転
命
令
に

拘
束
さ
れ
ず
に
す
む
か
）
、
そ
の
際
の
基
準
・
手
法
如
何
（
こ
の
織
点
は

「
配
転
命
令
の
濫
用
性
判
断
基
準
」
と
表
現
で
き
よ
う
）
も
合
わ
せ
て
検

討
さ
れ
て
き
た
。

本
件
配
転
命
令
に
向
き
合
っ
た
裁
判
所
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
そ

の
法
的
是
非
を
判
断
し
て
お
り
、
本
稿
は
以
下
で
そ
の
行
程
を
順
に
た
ど

り
検
証
す
る
。
な
お
本
件
で
は
、
労
働
者
Ｘ
ら
が
介
護
を
要
す
る
家
族
を

抱
え
て
い
た
と
い
う
事
情
の
た
め
、
就
業
場
所
変
更
の
際
に
子
の
養
育
や

家
族
の
介
艘
を
担
う
労
働
者
へ
の
配
慮
義
務
を
事
業
主
に
課
す
二
○
○
一

年
改
正
で
設
け
ら
れ
た
育
介
法
二
六
条
の
解
釈
・
適
用
等
も
争
わ
れ
た
。

こ
の
点
が
右
で
触
れ
た
二
騰
点
に
現
れ
る
従
来
の
配
娠
法
理
に
及
ぼ
す
影

騨
も
注
目
さ
れ
る
。

二
第
一
論
点
「
配
転
命
令
権
の
法
的
根
拠
」
に
つ
い
て

【
判
旨
】
１
は
、
①
就
業
規
則
（
一
五
条
）
や
労
働
協
約
（
二
○
条
）

一
に
お
け
る
Ｙ
会
社
の
配
転
命
令
梅
を
根
拠
づ
け
る
条
項
の
存
在
、
②
勤
務

地
・
職
種
を
限
定
す
る
ｘ
・
Ｙ
会
社
間
の
特
約
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
③

本
件
以
前
の
姫
路
工
場
現
地
採
用
者
に
対
す
る
（
霞
ヶ
関
工
場
を
含
む
）

配
転
の
実
繊
、
専
ら
以
上
の
三
点
を
根
拠
に
Ｙ
会
社
の
配
転
命
令
権
を
肯

定
し
た
。
・

労
働
者
の
勤
務
地
を
変
更
す
る
転
勤
命
令
の
法
的
是
非
が
争
わ
れ
、
配

転
に
関
す
る
判
例
法
理
形
成
の
嚇
矢
と
な
っ
た
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
高

裁
判
決
（
鰻
一
小
判
昭
六
一
・
七
・
一
四
労
判
四
七
七
号
六
頁
）
は
、
ま

「
さ
に
本
判
決
が
着
目
し
た
の
と
同
様
、
①
就
業
規
則
ま
た
は
労
働
協
約
上

の
転
勤
命
令
に
関
す
る
根
拠
条
項
の
存
在
、
③
勤
務
地
を
限
定
す
る
労
使

合
意
の
不
存
在
、
③
転
勤
の
実
態
、
と
い
う
三
点
に
基
づ
き
、
使
用
者
の

転
勤
命
令
権
を
囲
め
た
。
以
後
、
最
高
裁
自
身
が
積
極
的
に
そ
れ
ら
に
言

及
し
た
ケ
ン
ウ
ッ
ド
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
三
小
判
平
一
二
・
一
・
二
八

労
判
七
七
四
号
七
頁
）
を
は
じ
め
多
く
の
判
断
が
右
①
②
③
に
注
目
し
た

上
で
使
用
者
の
配
転
命
令
権
の
存
否
を
決
し
て
い
霊
・
原
判
決
お
よ
び
こ

れ
を
受
容
し
た
本
判
決
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
裁
判
例
の
傾
向
に
沿
っ
た

も
の
と
把
握
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
右
③
（
配
転
の
実
態
）
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
①
②
に
立

脚
し
て
当
該
権
利
の
存
否
を
判
断
す
る
事
案
も
一
定
数
存
在
す
麺
。
し
た

が
っ
て
現
在
、
厳
密
な
意
味
で
、
配
転
命
令
椎
の
法
的
根
拠
に
閲
す
る
判

例
法
理
が
確
立
し
て
い
る
と
ま
で
は
い
い
難
い
極
、
少
な
ぐ
と
も
、
判
例

は
、
か
つ
て
唱
え
ら
れ
た
「
包
括
的
合
意
税
」
や
颪
転
命
令
権
否
麗
説
」

を
斥
け
、
現
時
点
で
の
学
説
の
主
流
で
あ
っ
て
、
労
働
契
約
を
中
核
と
す
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ろ
労
使
合
意
の
内
容
や
そ
の
意
思
解
釈
に
よ
り
配
転
命
令
横
の
存
否
を
決

す
る
「
労
働
契
約
脱
」
あ
る
い
は
「
特
約
税
」
と
相
似
す
る
立
場
と
い
え

（
８
）

ろ
。右
①
③
は
客
観
的
・
外
形
的
事
実
に
よ
っ
て
容
易
に
確
囲
で
き
る
た
め
、

配
転
命
令
樋
（
不
）
発
生
の
帰
趨
を
掘
る
の
は
、
②
勤
務
地
・
職
種
限
定

に
関
す
る
労
使
合
意
の
有
無
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
件
の

Ｘ
ら
は
約
三
○
年
間
に
わ
た
り
一
貫
し
て
Ｙ
会
社
姫
路
工
場
に
勤
務
し
て

い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
勤
務
地
・
職
菰
・
職
務
内
容
に
長
期
間
従

事
し
た
実
繍
は
、
そ
の
「
限
定
」
を
裏
付
け
る
事
情
と
し
て
労
働
者
側
か

ら
主
張
さ
れ
る
も
の
の
、
裁
判
所
は
そ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
に
極
め
て
慎

重
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
当
該
労
使
合
意
が
題
め
ら
れ
た
事
案
は
少
数

に
過
ぎ
な
唾
。
Ｘ
ら
の
右
事
情
が
勘
務
地
の
限
定
に
緒
ぴ
つ
な
か
っ
た
原

判
決
お
よ
び
本
判
決
は
、
こ
う
し
た
点
で
も
、
従
来
の
裁
判
例
と
同
様
に

判
断
し
た
と
理
解
で
き
る
。

三
第
二
一
醗
点
「
配
転
命
令
の
濫
用
性
判
断
基
準
」
に
つ
い
て

【
判
旨
】
２
は
、
使
用
者
に
よ
る
配
転
命
令
橘
の
具
体
的
行
使
が
濫
用

に
骸
当
す
る
か
否
か
の
判
断
枠
組
み
を
一
般
飴
と
し
て
展
開
し
た
。
す
な

わ
ち
、
①
当
骸
行
使
は
、
企
業
の
合
理
的
運
営
に
寄
与
す
る
程
度
の
「
業

務
上
の
必
要
性
」
を
要
し
、
②
た
と
え
「
業
務
上
の
必
要
性
」
が
肯
定
さ

れ
て
も
、
当
骸
配
職
命
令
の
発
出
が
「
不
当
な
動
機
・
目
的
」
に
基
づ
く

場
合
や
、
労
働
者
に
「
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
を
著
し
く
超
え
る
不
利
益

を
負
わ
せ
る
」
場
合
が
と
く
に
例
示
さ
れ
た
「
特
段
の
事
憎
」
に
よ
っ
て
、

当
該
椛
利
行
使
が
な
お
濫
用
と
呼
価
さ
れ
う
る
、
と
。
そ
こ
に
明
砿
な
引

用
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
か
か
る
判
示
は
、
前
掲
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件

最
判
が
提
示
し
て
以
来
（
労
判
四
七
七
号
九
頁
）
、
砿
固
と
し
た
判
例
法

理
と
し
て
現
在
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
内
容
で
あ
麺
・

本
判
決
は
、
続
く
【
判
旨
】
３
以
降
で
、
右
の
一
般
賎
を
本
件
へ
あ
て

は
め
て
い
く
。
ま
ず
【
判
旨
】
３
丁
）
は
、
企
業
に
よ
る
（
部
署
の
廃

《
皿
》

止
を
含
む
）
生
産
・
販
売
体
制
の
変
更
が
法
的
に
貯
容
さ
れ
る
》
」
と
、
お

よ
び
、
廃
止
部
署
に
配
置
さ
れ
て
い
た
労
働
者
の
配
転
は
当
然
必
要
と
の

麗
餓
を
前
提
に
（
【
判
旨
】
２
（
２
）
『
本
件
配
転
命
令
の
「
業
務
上
の

必
要
性
」
を
肯
定
す
る
。
こ
れ
は
、
車
両
生
産
体
制
の
変
更
に
伴
い
数
百

名
に
上
る
労
働
者
を
一
律
に
同
工
場
内
の
他
部
署
へ
配
転
し
た
事
案
で
あ

る
日
産
自
動
車
村
山
工
場
事
件
控
廓
審
判
決
（
東
京
高
判
昭
六
二
・
一
二
・

二
四
労
判
五
一
二
号
六
六
頁
。
上
告
審
・
鹸
一
小
判
平
元
・
一
二
・
七
労

判
五
五
四
号
六
頁
が
支
持
）
が
、
車
両
生
産
体
制
の
変
更
を
「
経
営
上
必

要
な
措
腫
で
あ
」
り
、
こ
れ
に
伴
う
従
業
員
の
異
動
も
「
企
業
の
合
理
的

運
営
に
寄
与
す
る
」
と
し
た
判
断
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
、
ひ
と

ま
ず
受
け
止
め
ら
れ
麺
・

こ
こ
で
艀
者
が
気
に
か
か
る
の
は
本
件
配
賑
命
令
発
令
後
の
Ｘ
ら
の

処
遇
・
状
況
で
あ
る
。
原
判
決
に
は
「
Ｘ
ら
は
、
霞
ヶ
浦
工
場
へ
の
転
勤

の
期
限
と
さ
れ
て
い
た
…
［
二
○
ｏ
三
（
平
成
一
五
）
］
年
六
月
二
三
日

以
降
も
姫
路
工
場
へ
赴
い
た
…
。
同
月
か
ら
、
Ｘ
ら
の
給
与
支
給
明
細
書

は
霞
ヶ
補
工
場
か
ら
郵
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
」
っ
た
と
あ
り
（
労
判
八
九
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家族の介護等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

五
号
九
頁
）
、
本
件
藤
舩
に
お
け
る
爾
求
の
趣
旨
に
は
Ｘ
ら
に
対
す
る
同

年
八
月
以
降
の
賃
金
支
払
い
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
（
同
号
八
頁
）
、
Ｘ

ら
は
極
ヶ
浦
工
場
で
就
労
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
Ｘ
ら
の
不
就
労

状
態
が
続
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
Ｙ
会
社
に
と
っ
て
「
業
務
上
の

必
要
性
が
あ
る
」
指
揮
命
令
に
反
す
る
重
大
な
非
遮
行
為
に
骸
当
し
、
懲

戒
や
解
雇
等
何
ら
か
の
対
応
策
が
採
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
関
す
る
事
実
は
鬮
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
本
件
配
転
命
令

後
に
ｘ
ら
と
Ｙ
会
社
と
の
間
で
何
が
生
じ
、
何
が
生
じ
て
い
な
い
か
と
い

う
事
実
麗
定
な
し
に
、
鰻
ヶ
補
工
場
へ
Ｘ
ら
を
配
鱸
す
る
「
業
務
上
の
必

要
性
」
を
餌
め
る
こ
と
に
評
者
は
蹄
躍
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
他
方
、
【
判

旨
】
３
（
１
）
が
本
件
配
転
命
令
の
「
不
当
な
目
的
・
動
機
」
を
否
定
し

た
点
は
、
従
来
の
事
鍵
と
本
件
で
の
認
定
事
実
と
に
鑑
み
れ
ば
、
妥
当
と

評
価
で
き
る
。

【
判
旨
】
３
（
２
）
で
は
、
Ｘ
ら
の
具
体
的
不
利
益
が
原
判
決
よ
り
も

踏
み
込
ん
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
前
掲
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
判
以
降

の
裁
判
所
は
、
配
転
に
伴
い
労
働
者
が
被
る
「
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
を

著
し
く
超
え
る
不
利
益
」
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
に
、
配
転
命
令
を
受
け
た

労
働
者
自
身
の
健
康
状
態
に
問
題
が
あ
る
場
合
か
、
当
骸
労
働
者
の
家
族

に
一
定
の
介
助
を
要
す
る
者
が
お
り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
労
働
者
本
人
の

異
動
を
許
言
な
い
切
迫
し
た
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
認
め
て
き
麺
。

そ
れ
ら
の
事
案
と
本
件
と
を
比
較
す
る
と
、
【
事
実
の
概
要
】
２
を
は
じ

め
と
し
た
原
判
決
ロ
本
判
決
に
よ
る
詳
細
な
題
定
事
実
（
労
判
八
九
五
号

一
八
頁
以
下
、
九
一
五
号
七
二
頁
以
下
）
お
よ
び
【
判
旨
】
３
（
２
）

（
３
）
の
内
容
で
、
十
分
に
ｘ
ら
の
不
利
益
が
「
（
配
転
に
伴
い
）
通
常
甘

受
す
べ
き
程
度
を
著
し
く
超
え
る
」
も
の
と
判
断
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
実
際
の
本
判
決
は
、
右
に
加
え
て
Ｘ
ら
の
主
張
に
沿
い
育
介
法
二
六

条
に
い
う
配
慮
に
関
す
る
Ｙ
会
社
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
（
【
判
旨
】
３

（
４
）
４
（
１
）
（
２
）
）
、
こ
れ
を
Ｘ
ら
が
被
る
不
利
益
性
（
ひ
い
て
は
、

本
件
配
転
命
令
の
権
利
濫
用
性
）
を
よ
り
高
め
る
た
め
の
補
強
材
料
と
し

（
肥
》

て
用
い
た
。
｝
」
の
点
は
後
掲
四
で
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
。

鰻
後
に
【
判
旨
】
５
は
、
本
件
配
転
命
令
を
濫
用
・
無
効
と
判
断
し
た
。

こ
れ
は
、
そ
の
「
業
務
上
の
必
要
性
」
と
右
で
見
た
「
労
働
者
が
被
る
不

利
益
性
」
と
が
比
較
衡
量
き
れ
た
結
果
で
あ
る
（
【
判
旨
】
４
（
１
）

（
３
）
）
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
者
（
業
務
上
の
必
要
性
）
に
対
す
る

評
価
が
本
判
決
に
比
し
て
よ
り
消
極
的
な
瀞
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
右

結
騰
は
当
然
の
帰
結
と
映
る
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
が
展
開
し
た
一
般
儲

【
判
旨
】
２
（
１
）
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
「
業
務
上
の
必
要
性
」
と

「
特
段
の
事
情
」
が
配
転
命
令
権
行
使
の
濫
用
成
立
要
件
（
い
い
か
え
れ

ば
、
配
転
命
令
の
有
効
要
件
）
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
同
判
旨
と

そ
の
あ
て
は
め
で
あ
る
【
判
旨
】
４
（
１
）
（
３
）
と
の
整
合
性
が
一
見

疑
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
掲
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
判
以
降
の
事

案
で
は
、
専
ら
前
者
（
業
務
上
の
必
要
性
）
と
後
者
（
特
段
の
事
情
）
で

例
示
さ
れ
た
「
労
働
者
が
被
る
不
利
益
性
」
と
を
比
較
衝
量
し
て
当
該
椎

利
行
使
の
濫
用
該
当
性
が
判
断
さ
れ
て
お
躯
、
本
判
決
も
、
従
来
と
同
様

の
手
法
を
踏
襲
し
た
と
捉
え
て
よ
い
。
．

な
お
、
本
判
決
は
、
本
件
配
転
命
令
の
是
非
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
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四
育
介
法
二
六
条
の
解
釈
・
適
用
等

前
掲
一
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
件
は
、
二
Ｃ
Ｏ
一
年
改
正
育
介
斗
麓
型
行

後
の
事
案
で
あ
っ
た
た
め
、
同
法
二
六
条
の
解
釈
・
適
用
等
も
争
わ
塑
澤
・

【
判
旨
】
３
（
４
）
は
、
同
条
に
い
う
配
慮
の
法
的
意
義
を
「
そ
の
戯

栗
の
場
所
の
変
更
に
よ
り
就
業
し
つ
つ
そ
の
子
の
鍵
育
又
は
家
族
の
介
護

を
行
う
こ
と
が
困
難
と
な
る
…
労
働
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
…
で
き
る

［
限
り
］
…
避
け
、
避
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
よ
り
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
措
置
を
す
る
よ
う
に
［
事
業
主
へ
］
求
め
る
も
の
」
電
、
こ
れ
が
Ｙ
会

「
業
務
上
の
必
要
性
」
「
不
当
な
動
機
・
目
的
」
「
労
働
者
の
被
る
不
利
益

性
」
と
い
う
実
体
的
な
要
素
だ
け
で
な
く
、
配
転
命
令
発
令
ま
で
の
「
適

正
な
手
続
」
と
い
う
手
続
的
な
要
素
に
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
（
【
判
旨
】

４
（
１
）
）
。
前
掲
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
鍍
判
で
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
と

は
い
え
、
「
不
当
な
動
機
・
目
的
」
「
労
働
者
が
被
る
不
利
益
性
」
が
「
特

段
の
事
情
」
の
例
示
で
あ
る
こ
と
、
同
最
判
以
降
、
本
判
決
の
み
な
ら
ず
、

配
娠
命
令
発
令
に
到
る
手
続
的
規
制
如
何
を
そ
の
法
的
効
力
に
つ
い
て
判

断
す
る
際
に
組
み
入
れ
る
頓
案
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
唾
か
ら
す
れ
ば
、
右

「
適
正
手
続
」
を
「
特
段
の
駆
愉
」
の
一
要
素
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、

も
は
や
法
的
に
何
ら
支
障
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
労
働
契
約
法
が
制
定
・

施
行
さ
れ
た
現
在
に
あ
っ
て
は
（
と
く
に
三
条
四
項
（
信
義
則
）
、
四
条

一
項
（
労
働
者
の
理
解
促
進
）
参
照
）
、
「
適
正
手
続
」
が
よ
り
積
極
的
に

「
《
巴

活
用
さ
れ
る
べ
き
と
肝
者
は
考
え
る
。

社
に
適
用
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
鴎
の
介
護
を
要
す
る
Ｂ
に
関
す

る
鯛
査
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
（
同
判
旨
）
、
お
よ
び
、
Ｙ
会
社
姫
路
工

場
内
に
お
け
る
配
転
可
能
性
を
検
肘
し
な
か
っ
た
こ
と
（
【
判
旨
】
４

（
２
）
）
が
、
Ｙ
会
社
に
よ
る
当
該
配
慮
の
不
十
分
さ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
本
件
配
転
命
令
発
令
後
の
二
○
○
四
（
平
成
一
六
）
年
に
制

定
さ
れ
た
指
針
（
厚
労
省
告
示
第
四
六
○
号
）
が
示
し
た
同
条
に
い
う
配

（
、
》

慮
の
具
体
的
内
容
と
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
か
か
る
判
示
を
消
極
的
で
あ

れ
最
高
裁
が
許
容
し
た
こ
と
は
、
今
後
、
育
介
法
二
六
条
に
い
う
配
慮
が

豚
舩
で
争
わ
れ
る
際
、
右
指
針
が
司
法
審
査
基
準
と
し
て
機
能
す
る
可
能

《
種
》
・

性
を
帯
び
た
と
指
摘
で
き
よ
う
。

【
判
旨
］
３
（
４
）
は
、
同
条
が
本
件
に
適
用
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の

法
的
効
力
に
つ
い
て
は
、
「
［
同
条
違
反
の
］
配
娠
命
令
が
直
ち
に
違
法

と
な
る
…
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
配
慰
の
有
無
程
度
は
、
…
［
当
骸
］

労
働
者
の
不
利
益
が
通
常
甘
受
す
べ
き
程
度
を
著
し
く
超
え
る
か
…
、
配

転
命
令
権
の
行
使
が
橘
利
の
濫
用
に
な
る
か
…
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
」

と
し
た
。

本
判
決
以
前
に
「
同
条
の
趣
旨
に
反
し
、
そ
の
配
転
命
令
が
横
利
濫
用

と
し
て
無
効
と
な
る
こ
と
が
あ
る
」
旨
述
ぺ
た
明
治
図
番
出
版
事
件
東
京

地
裁
決
定
（
東
京
地
決
平
一
四
・
一
二
・
二
七
労
判
八
六
一
号
六
九
頁
）

を
は
じ
め
、
「
育
児
又
は
介
護
が
困
難
に
な
る
配
転
命
令
が
同
条
に
よ
り

直
ち
に
違
法
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
四
》
「
本
件
配
転
命
令
が
権
利
濫

用
に
当
た
る
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
て

検
肘
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
包
旨
判
示
し
た
本
判
決
以
降
の
事
案
ま
で
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家族の介護等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

烏
雌
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
育
介
法
二
六
条
に
使
用
者
の
措
置
を
違
法
無

効
と
す
る
ま
で
の
私
法
的
効
力
を
認
め
な
い
一
方
、
当
該
措
置
が
法
律
行

為
の
場
合
、
同
条
違
反
の
事
実
を
あ
く
ま
で
も
そ
の
権
利
濫
用
性
の
判
断

に
お
け
る
一
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

同
条
制
定
以
前
に
お
け
る
、
子
の
菱
育
・
家
族
の
介
謹
を
担
う
労
働
者

に
対
す
る
配
転
命
令
の
法
的
是
非
を
判
断
す
る
枠
組
み
は
、
前
掲
三
で
見

た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
同
条
制
定
前
後
で
当
該
枠
組
み
自
体
は
変
化
し
て

い
な
い
。
他
方
、
そ
の
制
定
以
前
と
比
較
し
て
、
同
条
が
配
転
命
令
の
権

利
濫
用
性
を
肯
定
す
る
方
向
に
よ
り
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る

か
否
か
は
、
現
時
点
ま
で
の
限
ら
れ
た
事
案
で
は
明
確
に
窺
わ
れ
な
い
。

但
し
、
配
賑
に
あ
た
っ
て
本
人
お
よ
び
家
族
の
事
情
に
配
慮
す
る
企
業
が

（
配
）

か
な
り
多
数
に
上
っ
て
い
る
と
い
う
実
務
の
現
状
に
立
脚
す
る
と
、
今
日
、

同
法
二
六
条
に
い
う
配
慮
の
不
十
分
さ
は
、
具
体
的
に
発
出
さ
れ
た
右
労

働
者
に
対
す
る
配
転
命
令
の
権
利
濫
用
性
を
高
め
る
要
素
・
事
情
と
し
て

考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
当
該
配
慮
の
具
体
的
内
容
は
、
先
に
触
れ
た

よ
う
に
、
同
命
令
発
令
前
に
実
施
さ
れ
る
は
ず
の
使
用
者
に
よ
る
調
査
や

労
働
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
代
替
策
の
模
索
等
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
当
該
配
転
命
令
の
権
利
濫
用
性
の
判
断
枠
組
み
に
お
い
て
、
育
介
法

二
六
条
の
配
慮
如
何
は
、
［
判
旨
］
３
（
４
）
等
が
述
べ
た
「
労
働
者
が

被
る
不
利
益
性
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
【
判
旨
］
４
（
１
）
で
触
れ

ら
れ
た
「
適
正
な
手
続
」
を
経
た
か
と
い
う
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
有
力
説
を
積
極
的
に
は
支
持
し
得
な
い
。
と
は
い
え
、
「
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
に
関
す
る
議
論
が
ｙ
解
釈
上
、
重
要
か
つ
有
益
な
視

座
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
は
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
そ
れ
を
い
か
に
具

体
的
・
説
得
的
に
展
開
し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て

（
Ⅳ
）

い
る
。

本
件
の
評
釈
に
は
、
仮
処
分
申
立
審
に
対
す
る
吉
田
竜
一
・
労
旬
一
五

七
○
号
（
二
○
○
四
年
）
’
一
一
○
頁
、
高
松
宏
之
・
判
夕
一
一
八
四
号
（
二

○
○
五
年
）
二
八
二
頁
等
、
原
判
決
に
対
す
る
清
水
弥
生
・
労
旬
一
六
一

○
号
（
二
○
○
五
年
）
五
二
頁
、
水
町
勇
一
郎
・
ジ
ュ
リ
一
一
一
一
一
二
号

五
お
わ
り
に

以
上
の
通
り
、
評
者
は
、
本
判
決
の
一
部
に
疑
問
を
呈
す
る
が
（
前
掲

三
等
）
、
そ
の
結
論
に
賛
成
す
る
。
な
お
、
近
時
の
学
説
で
は
、
本
判
決

後
に
制
定
・
施
行
さ
れ
た
労
働
契
約
法
（
平
成
一
九
年
法
律
第
一
二
八
号
）

が
い
わ
ゆ
る
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
に
関
す
る
条
項
を
備
え

た
こ
と
も
あ
り
、
配
転
の
意
思
表
示
に
対
す
る
労
働
者
の
個
別
具
体
的
な

（
知
）

同
意
を
再
評
価
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
評
者
と
し
て
は
、

勤
務
地
・
職
種
限
定
採
用
が
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
毎
年

四
月
一
日
付
に
お
け
る
学
卒
者
等
の
大
量
一
括
採
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

企
業
実
務
で
は
現
在
な
お
主
流
に
な
り
得
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
ｊ

こ
れ
と
相
ま
っ
て
勤
務
地
・
職
種
が
限
定
さ
れ
て
い
な
い
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス

ト
と
し
て
の
労
働
者
に
対

用
法
理
。
現
労
働
契
約
法

す
る
厳
し
い
解
雇
規
制

一
両
寧
詞
「
細
劉
測
函
ｕ
て
い
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【
附
陥
】
本
稿
は
、
二
○
一
○
年
七
月
一
○
日
（
土
）
午
後
に
熊
本
大
学

で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
熊
本
労
働
判
例
研
究
会
に
お
け
る
評
者
の
報
告
を

元
に
、
参
加
者
と
の
質
疑
応
答
・
腰
瞳
を
踏
ま
え
て
再
櫛
成
し
、
「
熊
本

大
学
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
」
に
基
づ
．
く

研
究
成
果
の
一
部
と
し
て
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
を
借
り
て
同
日
の
研
究
会
参
加
者
で
あ
る
、
石
橋
洋
先
生
（
同

研
究
会
主
宰
者
・
熊
本
大
学
法
科
大
学
院
教
授
）
、
國
武
英
生
先
生
（
北

九
州
市
立
大
学
法
学
部
准
教
授
）
、
紺
屋
博
昭
先
生
（
鹿
児
島
大
学
法
科

大
学
院
准
教
授
）
、
菅
村
朋
子
先
生
（
弁
腹
士
・
熊
本
県
弁
霞
士
会
所
風
）
、

松
村
尚
蘂
先
生
（
弁
鰻
士
・
同
会
所
属
）
、
吉
見
仁
宏
先
生
（
弁
霞
士
・

同
会
所
属
）
、
牟
田
部
佑
子
さ
ん
（
北
海
道
大
学
法
科
大
学
院
修
了
者
）

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

註

（
二
○
○
六
年
）
、
中
垣
内
健
治
・
判
夕
一
二
四
五
号
（
二
ｏ
○
七
年
）
三

○
七
頁
等
の
ほ
か
、
本
判
決
に
対
す
る
村
田
毅
之
・
労
旬
一
六
四
八
号

（
二
○
○
七
年
）
六
四
頁
等
が
あ
る
。

（
１
）
平
成
一
三
年
二
月
一
六
日
法
律
第
一
一
八
号
に
よ
る
改
正
後

の
育
介
法
を
指
す
。
同
条
の
施
行
日
は
二
○
○
二
（
平
成
一
四
）

年
四
月
一
日
で
あ
る
。

（
２
）
久
保
敬
治
Ⅱ
浜
田
富
士
郎
「
労
働
法
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
三
年
）
三
三
六
頁
［
浜
田
執
錐
］
参
照
。

（
３
）
菅
野
和
夫
「
労
働
法
［
第
九
版
］
』
（
弘
文
堂
、
二
○
一
○
年
）

四
四
一
頁
等
参
照
。

（
４
）
近
時
に
お
け
る
そ
の
実
憩
の
一
蝋
は
、
（
財
）
労
務
行
政
研
究

所
が
二
ｏ
○
七
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
実
施
し
た
「
国
内
転

勤
に
関
す
る
実
態
鯛
査
」
（
鯛
査
対
象
四
一
五
○
社
中
、
一
九
九

社
回
答
）
に
垣
間
見
え
る
。
同
鯛
査
に
お
け
る
「
転
勘
」
と
は
、

「
転
居
を
伴
う
人
事
異
動
」
と
定
饗
さ
れ
、
回
答
を
寄
せ
た
ほ
ぼ

全
社
が
転
勤
を
実
施
し
、
そ
の
頻
度
に
つ
い
て
は
「
年
一
回
」
二

一
・
一
％
、
「
年
二
回
」
一
五
・
六
％
に
対
し
、
「
特
に
決
ま
っ
て

お
ら
ず
、
随
時
行
う
」
が
六
二
・
三
％
で
あ
る
。
労
務
行
政
研
究

所
編
集
部
「
国
内
転
勤
に
関
す
る
諸
取
り
扱
い
の
実
態
」
労
政
時

報
三
七
○
七
号
（
二
○
○
七
年
）
二
頁
（
と
く
に
四
頁
）
参
照
。

二
○
ｏ
人
年
以
降
の
配
転
事
案
を
検
肘
し
た
も
の
に
、
新
谷
興

人
「
配
転
・
降
格
を
め
ぐ
る
最
近
の
判
例
動
向
」
季
刊
労
働
法
二

二
八
号
（
二
○
一
○
年
）
四
八
頁
が
あ
る
。

（
５
）
本
件
仮
処
分
申
立
事
件
決
定
（
神
戸
地
姫
路
支
決
平
一
五
・
一

一
・
一
四
判
時
一
八
五
一
号
一
五
一
頁
）
に
加
え
、
最
高
裁
ま
で

争
わ
れ
た
事
件
で
い
え
ば
、
川
崎
重
工
業
事
件
第
一
審
判
決
（
神

戸
地
判
平
元
・
六
・
一
労
判
五
四
三
号
五
四
頁
。
控
脈
審
・
大
阪

高
判
平
三
・
八
・
九
労
判
五
九
五
号
五
ｏ
頁
、
上
告
審
平
四
・
一

○
・
二
ｏ
労
判
六
一
八
号
八
頁
が
支
持
）
、
帝
国
臓
器
製
薬
（
単

身
赴
任
）
事
件
第
一
審
判
決
（
東
京
地
判
平
五
・
九
・
二
九
労
判

六
三
六
号
一
九
頁
。
控
廓
審
・
東
京
高
判
平
八
・
五
・
二
九
労
判
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家族の介護等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

六
九
四
号
二
九
頁
、
上
告
審
・
最
二
小
判
平
二
・
九
・
一
七
労

判
七
七
四
号
七
頁
が
支
持
）
、
九
州
朝
日
放
送
事
件
控
訴
審
判
決

（
福
岡
高
判
平
八
・
七
・
三
○
労
判
七
五
七
号
二
一
頁
。
上
告
霧
・

最
一
小
判
平
一
ｏ
・
九
・
一
○
労
判
七
五
七
号
二
○
頁
が
支
持
）

が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
中
内
哲
「
配
転
命
令
権
の
根
拠
と
限
界
」

唐
津
樽
十
和
田
肇
縞
『
労
働
法
愈
要
判
例
を
読
む
』
（
日
本
評
論

社
、
二
○
○
八
年
）
一
四
五
頁
（
と
く
に
一
五
二
頁
）
に
掲
げ
ら

れ
た
協
同
商
事
（
懲
戒
解
雇
）
事
件
・
さ
い
た
ま
地
川
越
支
判
等

の
ほ
か
、
近
時
の
事
案
に
、
菅
原
学
園
事
件
・
さ
い
た
ま
地
川
越

支
判
平
一
七
・
六
・
三
○
労
判
九
○
一
号
五
一
頁
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日

本
（
北
海
道
・
配
転
）
事
件
第
一
審
判
決
（
札
幌
地
判
平
一
八
・

九
・
二
九
労
判
九
二
八
号
三
七
頁
○
控
蘇
審
・
札
幌
高
判
平
二
一
・

三
・
二
六
労
判
九
八
二
号
四
四
頁
が
支
持
）
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本

（
大
阪
・
名
古
屋
配
転
）
事
件
第
一
審
判
決
（
大
阪
地
判
平
一
九
・

三
・
二
八
労
判
九
四
六
号
一
一
一
一
○
頁
上
控
訴
審
・
大
阪
高
判
平
二

一
・
一
・
一
五
労
判
九
七
七
号
五
頁
、
上
告
（
申
立
）
霧
・
最
三

小
決
平
二
一
・
一
二
・
八
判
例
集
未
登
戦
が
支
持
）
、
マ
ガ
ジ
ン

ハ
ウ
ス
事
件
・
東
京
地
判
平
成
二
○
・
三
・
一
○
労
経
速
二
○
○

○
号
二
六
頁
、
Ｘ
社
事
件
・
東
京
地
判
平
二
二
・
二
Ｃ
人
労
経
速
．

二
○
六
七
号
一
夏
等
も
あ
る
。

（
６
）
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
判
以
降
で
最
高
裁
ま
で
争
わ
れ
た
事
案

を
挙
げ
れ
ば
、
日
産
自
動
車
村
山
工
場
事
件
第
一
審
判
決
（
横
浜

地
判
昭
六
一
・
三
・
二
○
労
判
四
七
三
号
四
二
頁
）
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本
（
首
都
圏
配
転
）
事
件
第
一
審
判
決
（
東
京
地
判
平
一
九
・

三
・
二
九
労
判
九
三
七
号
二
二
頁
○
控
蘇
審
・
東
京
高
判
平
二
○
・

三
・
二
六
労
判
九
五
九
号
四
八
頁
、
上
告
（
申
立
）
霧
・
最
一
小

決
平
二
一
・
五
・
八
労
判
九
八
○
号
九
八
頁
［
リ
ス
ト
］
が
支
持
）

が
あ
る
。
ま
た
、
中
内
・
前
掲
註
（
５
）
論
文
一
五
二
頁
に
掲
げ

ら
れ
た
プ
ロ
ク
タ
ー
．
ア
ン
ド
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
・
フ
ァ
ー
・
イ
ー

ス
ト
・
イ
ン
ク
（
本
所
）
事
件
神
戸
地
判
等
の
ほ
か
、
近
時
の
事

案
に
、
藤
田
観
光
（
ホ
テ
ル
従
業
員
配
転
）
事
件
・
東
京
地
判
平

一
六
・
一
一
・
一
五
労
判
八
八
六
号
三
○
頁
、
三
共
（
配
転
）
事

件
・
東
京
地
判
平
一
七
・
三
・
二
五
労
判
八
九
五
号
九
三
頁
［
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
］
、
事
件
名
不
明
・
京
都
地
判
平
一
八
・
八
・
三
○

判
例
集
未
登
賦
（
Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
慨
報
デ
ー
タ
サ
ー
ビ
ス
文
献
番
号

二
八
一
一
一
九
五
二
）
、
Ｙ
学
園
事
件
・
東
京
地
判
平
一
九
・
二
・

二
三
判
夕
一
二
七
二
号
一
七
七
頁
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
配
置
転
換
）

事
件
第
一
審
判
決
（
東
京
地
判
平
一
九
・
七
・
二
五
労
経
速
二
○

一
四
号
一
五
頁
。
控
廓
春
画
東
京
高
判
平
二
○
・
八
・
二
八
労
経

速
二
○
一
四
号
一
○
頁
が
支
持
）
、
ノ
ー
ス
・
ウ
エ
ス
ト
航
空

（
Ｆ
Ａ
配
転
）
事
件
・
東
京
高
判
平
二
○
・
三
町
二
七
労
判
九
五

九
号
一
八
頁
（
上
告
（
申
立
）
霧
・
最
三
小
決
平
二
一
・
九
・
八

労
判
九
九
三
号
九
八
頁
［
リ
ス
ト
］
が
支
持
）
、
オ
リ
ン
パ
ス
事

件
・
東
京
地
判
平
二
二
・
一
・
一
五
判
時
二
○
七
三
号
一
一
一
一
七
頁

等
が
あ
る
。

な
お
、
①
（
就
業
規
則
や
労
働
協
約
の
根
拠
条
項
）
の
み
で
便
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用
者
の
配
転
命
令
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
判
断
も
見
受
け
ら
れ
る
。

近
時
の
事
案
と
し
て
、
マ
ニ
ュ
ラ
イ
フ
生
命
保
険
事
件
第
一
審
判

決
（
東
京
地
判
平
一
七
・
六
・
二
四
労
判
八
九
八
号
五
頁
。
控
訴

審
’
東
京
高
判
平
一
八
・
一
・
二
五
労
判
九
二
号
一
七
頁
が
支

持
）
、
み
な
と
医
療
生
協
（
協
立
総
合
病
院
）
事
件
・
名
古
屋
地

判
平
二
○
・
一
一
・
二
○
労
判
九
六
六
号
六
五
頁
、
三
井
記
念
病
院

（
諭
旨
解
雇
等
）
事
件
・
東
京
地
判
平
二
二
・
二
・
九
労
判
一
○

○
五
号
四
七
頁
等
参
照
。
但
し
、
右
の
三
事
件
は
、
い
ず
れ
も
転

居
を
伴
わ
な
い
配
転
の
よ
う
で
あ
る
。

（
７
）
そ
の
意
味
で
、
当
該
①
②
③
の
法
的
性
格
は
、
配
転
命
令
権
発

生
の
「
要
件
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
判
断
「
要
素
」

と
把
握
す
べ
き
と
解
さ
れ
る
。
中
内
・
前
掲
註
（
５
）
輪
文
一
五

二
頁
参
照
。

（
８
）
荒
木
尚
志
「
労
働
法
』
（
有
斐
閣
、
二
○
○
九
年
）
三
六
○
頁

以
下
、
渡
辺
章
『
労
働
法
溌
義
上
』
（
信
山
社
、
二
○
○
九
年
）

五
二
四
頁
以
下
、
土
田
道
夫
『
労
働
契
約
法
』
（
有
斐
閣
、
二
○

○
八
年
）
三
六
八
頁
等
の
ほ
か
、
中
内
・
前
掲
註
一
（
５
）
論
文
一

五
三
頁
以
下
参
照
。

（
９
）
中
内
ｑ
前
掲
註
（
５
）
論
文
一
五
二
頁
以
下
に
掲
げ
ら
れ
た
諸

事
件
の
ほ
か
、
労
働
者
の
職
務
内
容
が
社
長
秘
嘗
業
務
を
含
む
事

務
系
業
務
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
解
し
警
備
業
務
へ
の
配
転
命
令

を
無
効
と
し
た
ヤ
マ
ト
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
件
・
大
阪
地
決
平
九
・

六
・
一
○
労
判
七
二
○
号
五
五
頁
が
あ
る
。

勤
務
地
・
職
種
を
限
定
す
る
労
使
合
意
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た

と
し
て
も
、
就
業
規
則
に
お
け
る
配
転
命
令
根
拠
条
項
と
の
関
係

で
、
そ
れ
を
い
か
に
位
置
づ
け
る
か
は
、
裁
判
所
の
判
断
が
分
か

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
当
該
労
使
合
意
を
就
業
規
則
の
特
約
と
捉

え
れ
ば
（
就
業
規
則
の
最
低
労
働
条
件
保
障
的
効
力
を
規
定
し
た

現
労
働
契
約
法
一
二
条
参
照
）
、
そ
れ
は
右
根
拠
条
項
の
適
用
を

》
排
除
す
る
方
向
に
作
用
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
１
前
掲
日

産
自
動
車
村
山
工
場
事
件
横
浜
地
判
は
、
原
告
労
働
者
ら
の
職
種

が
機
械
工
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
た
後
に
、
就
業
規
則

条
項
に
基
づ
き
当
該
労
働
者
ら
が
職
種
変
更
権
限
を
使
用
者
へ
付

与
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
旨
判
示
し
て
い
る
（
労
判
四
七
三
号
五

三
頁
）
。

（
、
）
「
業
務
上
の
必
要
性
」
に
関
す
愚
「
企
業
の
合
理
的
運
営
に
寄

与
す
る
」
と
い
う
程
度
は
、
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
の
下
級
審
に
よ
っ

て
示
さ
れ
た
「
余
人
を
も
っ
て
は
容
易
に
替
え
難
い
と
い
っ
た
高

度
の
必
要
性
」
を
同
事
件
最
判
が
否
定
す
る
際
に
提
示
さ
れ
て
以

降
、
定
着
し
て
い
る
。
本
件
仮
処
分
申
立
春
も
右
程
度
を
明
示
し

て
い
た
が
（
判
時
一
八
五
一
号
一
五
三
頁
）
、
原
判
決
は
、
こ
れ

に
言
及
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
「
企
業
の
合
理
的
運
営
に
寄
与
す

る
」
こ
と
の
具
体
的
内
容
は
、
当
該
最
判
が
「
労
働
力
の
適
正
配

置
、
業
務
の
能
率
増
進
、
労
働
者
の
能
力
開
発
、
勤
務
意
欲
の
高

揚
、
業
務
運
営
の
円
滑
化
な
ど
」
と
し
て
以
来
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ

が
繰
り
返
し
説
示
さ
れ
る
。
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家族の介護等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

右
の
点
も
含
め
東
亜
ペ
イ
ン
ト
事
件
最
判
を
嚇
矢
と
す
る
判
例

法
理
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
本
件
仮
処
分
申
立
春
の

ほ
か
、
前
掲
（
事
件
名
不
明
）
京
都
地
判
、
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本

（
首
都
圏
配
転
）
事
件
東
京
高
判
、
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
配
随

転
換
）
事
件
東
京
高
判
、
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
北
海
道
・
配
転
）

事
件
札
幌
高
判
、
前
掲
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
東
京
地
判
等
、
同
最
判

を
明
示
的
に
引
用
す
る
裁
判
例
を
参
照
。

（
ｕ
）
本
判
決
が
引
用
す
る
原
判
決
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
経
営
樋
」

を
挙
げ
る
が
（
労
判
八
九
五
号
二
○
頁
）
、
労
働
契
約
法
理
に
お

い
て
、
使
用
者
に
当
該
椎
利
を
正
面
か
ら
題
め
る
べ
き
か
に
つ
い

て
は
疑
問
が
あ
る
。
西
谷
敏
「
労
働
法
』
（
日
本
評
爾
社
、
二
○

○
八
年
）
一
八
五
頁
等
参
照
。

Ｅ
）
本
件
や
日
産
自
動
車
村
山
工
場
事
件
の
よ
う
に
、
あ
る
部
署
に

所
属
す
る
労
働
者
全
員
を
異
動
さ
せ
る
場
合
、
「
業
務
上
の
必
要

性
」
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
「
人
員
選
択
の
合
理
性
」
（
配
転
対

象
と
な
る
労
働
者
厨
か
ら
実
際
に
配
転
命
令
を
発
す
る
具
体
的
労

働
者
を
選
抜
す
る
基
準
お
よ
び
そ
の
運
用
の
合
理
性
）
を
機
能
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

当
該
合
理
性
に
言
及
す
る
判
断
に
、
中
内
・
前
掲
註
（
５
）
艤

文
一
五
四
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
塚
腰
運
送
〈
人
事
異
動
）
事
件
京
都

一シ

地
判
等
の
ほ
か
、
近
時
の
事
案
と
し
て
、
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
ほ
か

（
従
業
員
株
主
会
解
散
）
事
件
・
東
京
地
判
平
一
八
・
六
・
二
六

労
判
九
三
四
号
八
二
頁
、
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
配
極
転
換
）
事

件
東
京
地
判
等
が
あ
る
。

（
過
）
こ
れ
ま
で
の
事
案
で
は
、
法
令
違
反
の
ほ
か
、
労
働
者
に
対
す

る
嫌
が
ら
せ
や
、
労
働
者
を
職
場
か
ら
排
除
す
る
、
あ
る
い
は
退

職
に
追
い
込
む
意
図
等
を
指
す
。
管
野
・
前
掲
註
（
３
）
轡
四
四

四
頁
、
土
田
・
前
掲
註
（
８
）
轡
三
八
一
頁
等
の
ほ
か
、
中
内
・

前
掲
註
（
５
）
騎
文
一
五
四
頁
以
下
参
照
。

近
時
の
事
案
に
は
、
公
益
通
報
者
保
護
法
違
反
が
争
わ
れ
た
前

掲
オ
リ
ン
パ
ス
事
件
東
京
地
判
（
消
極
）
や
、
労
働
者
を
「
退
職

に
仕
向
け
る
不
当
な
動
機
・
目
的
が
…
あ
る
こ
と
を
強
く
推
遜
さ

せ
る
」
と
し
た
日
本
ア
ム
ウ
ェ
イ
事
件
・
東
京
地
判
平
一
八
・
一
・

一
三
判
時
一
九
二
一
号
一
五
○
頁
等
が
あ
る
。

（
皿
）
中
内
・
前
掲
註
（
５
）
徽
文
一
五
五
頁
以
下
に
掲
げ
ら
れ
た
損

害
保
険
リ
サ
ー
チ
事
件
旭
川
地
決
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
烟
）
砥
に
対
し
て
の
み
育
介
法
二
六
条
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
原
判

決
に
対
し
（
労
判
八
九
五
号
一
二
頁
）
、
こ
の
部
分
の
判
示
を
引

き
継
い
だ
は
ず
の
本
判
決
は
、
【
判
旨
】
４
（
２
）
に
お
い
て
、

「
少
な
く
と
も
改
正
育
介
法
二
六
条
の
配
慮
と
の
関
係
で
は
、
本

；
！
～

件
配
転
命
令
に
よ
る
ｘ
ら
の
不
利
益
を
軽
減
す
る
た
め
…
」
と
述

べ
（
波
線
は
評
者
に
よ
る
頁
あ
た
か
も
Ｘ
ら
両
名
が
同
条
の
適

用
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
矛
盾
と
し

て
指
摘
で
き
る
。

（
咽
）
菅
野
・
前
掲
註
（
３
）
書
四
四
四
頁
、
渡
辺
・
前
掲
註
（
８
）

番
五
二
四
頁
等
の
ほ
か
、
中
内
・
前
掲
註
（
５
）
鶴
文
一
五
五
頁
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日
工
事
件
熊
本
地
決
等
の
ほ
か
、
前
掲
藤
田
観
光
（
ホ
テ
ル
従
業
員

グ
ハ
ト
ー
ー
配
転
）
事
件
東
京
地
判
、
前
掲
三
共
（
配
転
）
事
件
東
京
地
判
、

r句ヶ、

働
者
の
育
児
や
介
護
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
積
極
的
な
措
置

を
識
ず
る
こ
と
を
事
業
主
に
求
め
る
も
の
で
は
な
い
」
と
理
解
し

て
い
る
。

（
皿
）
育
介
法
二
八
条
に
基
づ
く
「
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
謹
を
行

い
、
ま
た
は
行
う
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活

と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
事
業
主
が
識
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
指
針
」
（
平
成
一
六
年
一
二
月
二
八
日
厚
労
省
告

（
卯
）
他
方

四
頁
、
前
掲
Ｙ
学
園
事
件
東
京
地
判
、
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
配

置
転
換
）
事
件
東
京
高
判
、
前
掲
Ｘ
社
事
件
東
京
地
判
等
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
旭
）
中
内
・
前
掲
註
（
５
）
論
文
一
五
八
頁
参
照
。

⑮
）
な
お
、
前
掲
帝
国
臓
器
製
薬
（
単
身
赴
任
）
事
件
東
京
地
判
に

よ
れ
ば
、
使
用
者
は
、
配
転
を
実
施
す
る
際
、
信
義
則
上
、
当
該

労
働
者
が
被
る
不
利
益
を
回
避
・
軽
減
す
る
措
置
を
執
る
べ
き
配

参
照
□

（
Ⅳ
）
中
内
・
前
掲
註
（
５
）
論
文
一
五
八
頁
に
掲
げ
ら
れ
た
濱
田
童

二

慮
義
務

変
更
を
し
な
い
と
い
っ
た
配
置

高
野
酒
造
事
麹
東
京
地
判
一
七

を
負
う
と
さ
れ
る
。

、
行
政
解
釈
（
平
一
六

扇
児
発
一
二
二
八
○
○

’－，

平

ニ
ノ、

jlj

・
九
・
二
労
経
速
一
九
二
一
号
五

一
一
一
・
二
八
職
発
一
二
二
八
○

示
第
四
六
○
号
）
第
二
の
十
二
は
、
「
配
慮
す
る
こ
と
の
内
容
と

；
Ｉ
～

し
て
は
、
例
え
ば
、
当
該
労
働
者
の
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
謹

！
～
！
～
！
！
～
！
～
！
～
ｌ
～
！
～
Ｉ

状
況
を
把
握
す
る
こ
と
、
労
働
者
本
人
の
意
向
を
掛
酌
す
る
壷
」
と
、

配
置
の
変
更
で
就
業
の
場
所
の
変
更
を
伴
う
も
の
と
し
た
場
合
の

子
の
義
育
又
は
家
族
の
介
設
の
代
替
手
段
の
有
無
の
確
認
を
行
う

こ
と
等
が
あ
る
」
と
す
る
（
波
線
は
評
者
に
よ
る
）
。
波
線
部
分

に
注
目
さ

（
皿
）
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
北
海
道
・
配
転
）
事
件
札
幌
高
判
は
、

前
掲
註
（
皿
）
に
挙
げ
た
指
針
第
二
の
十
二
に
い
う
「
家
族
の
介

誼
の
代
替
」
性
に
言
及
す
る
（
労
判
九
八
一
一
号
六
一
一
頁
）
。

（
翌
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
北
海
道
・
配
転
）
事
件
札
幌
地
判
、
前

掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
（
首
都
圏
配
転
）
事
件
東
京
地
判
、
前
掲
Ｎ
Ｔ

Ｔ
東
日
本
（
配
置
転
換
）
事
件
東
京
地
判
等
も
同
旨
。

（
翌
例
え
ば
、
前
掲
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
（
大
阪
・
名
古
屋
配
転
）
事
件

大
阪
高
判
参
照
。

（
弱
）
前
掲
註
（
４
）
で
挙
げ
た
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
管
理
職
に
つ

い
て
は
回
答
企
業
の
六
五
・
八
％
、
そ
の
他
一
般
職
で
は
そ
の
六

九
二
％
が
本
人
・
そ
の
家
族
の
事
情
に
配
慮
す
る
と
し
、
配
慮

事
由
（
複
数
回
答
可
）
の
う
ち
家
族
の
病
気
等
が
占
め
る
割
合
は
、

管
理
戦
・
そ
の
他
一
般
職
い
ず
れ
で
も
八
○
％
を
超
え
る
。
労
政

時
報
三
七
○
七
号
（
二
○
○
七
年
）
六
頁
以
下
参
照
。

（
妬
）
緒
方
桂
子
「
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
時
代
に
お
け

る
転
勤
法
理
」
労
働
法
律
旬
報
一
六
六
二
号
（
二
○
○
七
年
）
三
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家族の介護等を担う現地採用労働者に対する配転命令の法的是非

が
あ
る
。

（
”
）
中
内
一

ま
た
近
時
、
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
と
配
転
法
理

と
の
関
係
に
つ
い
て
賎
じ
た
も
の
に
、
高
畠
淳
子
「
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
施
策
の
意
縫
と
実
効
性
の
確
保
」
季
刊
労
働
法

二
二
ｏ
号
（
二
○
○
八
年
）
一
五
頁
（
と
く
に
二
二
頁
以
下
）
、

高
橋
賢
司
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
配
置
賑
換
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
三
八
三
号
（
二
ｏ
○
九
年
）
九
七
頁
、
柏
崎
洋
美
「
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
労
働
法
上
の
観
背
己
跡
見
学
園
女
子

大
学
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
紀
要
八
号
（
二
○
ｏ
九
年
）
四
七
頁
等

○
八
年
）
一
六
○
頁
以
下
等
参
照
。

四
頁
、
和
田
壁
『
入
梅
保
障
と
労
働
法
』
（
日
本
肝
麓
社
、
二
○

中
内
・
前
掲
註
（
５
）
麓
文
一
五
七
頁
参
照
。
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